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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークにおけるショートメッセージ
の送信のためのコアネットワーク（１０）であって、前記コアネットワーク（１０）は、
ＳＧ上のＳＭＳ機能を提供し、前記コアネットワーク（１０）は、移動性管理エンティテ
ィ（ＭＭＥ）と、ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）とを備え、前記コア
ネットワーク（１０）は、前記進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワーク
へのデータ接続を有するユーザー機器（ＵＥ）に対するショートメッセージの前記送信及
び／又は前記受信に関して、前記移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）と前記ショートメッ
セージサービスセンター（ＳＭＳＣ）との間に、相互接続機能（ＩＷＦ）を介した通信が
提供されるように、ショートメッセージのハンドリングのための前記相互接続機能（ＩＷ
Ｆ）を提供するユニットを更に備え、前記コアネットワーク（１０）は、ＧＥＲＡＮ／Ｕ
ＴＲＡＮ無線アクセスネットワーク（ＧＳＭ／ＵＭＴＳ移動通信ネットワーク）標準規格
に従う移動交換局（ＭＳＣ）を備え、前記進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネ
ットワークへのデータ接続を有するユーザー機器（ＵＥ）に対するショートメッセージの
前記送信及び／又は前記受信に関して前記移動交換局（ＭＳＣ）がバイパスされるように
、ショートメッセージの前記ハンドリングのための前記相互接続機能（ＩＷＦ）が提供さ
れる、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークにおけるショートメッセ
ージの送信のためのコアネットワーク。
【請求項２】
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　前記コアネットワーク（１０）は、前記進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネ
ットワークへのデータ接続を有するユーザー機器（ＵＥ）にＳＭＳ機能を提供し、前記Ｓ
ＭＳハンドリングは前記進化型パケットシステム（ＥＰＳ）に関して非固有の方式で提供
される、請求項１に記載のコアネットワーク（１０）。
【請求項３】
　前記相互接続機能（ＩＷＦ）を提供する前記ユニットは、前記移動性管理エンティティ
（ＭＭＥ）とのＳＧインターフェースと、前記ショートメッセージサービスセンター（Ｓ
ＭＳＣ）とのＳＭＳＣインターフェースとを有する中間ユニットである、請求項１又は２
に記載のコアネットワーク（１０）。
【請求項４】
　前記相互接続機能（ＩＷＦ）を提供する前記ユニットは、前記移動性管理エンティティ
（ＭＭＥ）とのＳＧインターフェースを有する前記ショートメッセージサービスセンター
（ＳＭＳＣ）に統合される、請求項１又は２に記載のコアネットワーク（１０）。
【請求項５】
　前記相互接続機能（ＩＷＦ）を提供する前記ユニットは、前記ショートメッセージサー
ビスセンター（ＳＭＳＣ）とのＳＭＳＣインターフェースとを有する前記移動性管理エン
ティティ（ＭＭＥ）に統合される、請求項１又は２に記載のコアネットワーク（１０）。
【請求項６】
　移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）と、ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳ
Ｃ）とを備える進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動無線アクセスネットワークにおけ
るショートメッセージの前記ハンドリングのための方法であって、
　ユーザー機器（ＵＥ）を前記回線交換ネットワーク部にアタッチするステップであって
、該ユーザー機器（ＵＥ）は前記進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動無線アクセスネ
ットワークへのデータ接続を有するか又は要求する、アタッチするステップと、
　ショートメッセージの前記送信及び／又は前記受信に関して、前記移動性管理エンティ
ティ（ＭＭＥ）と前記ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）との間に、相互
接続機能（ＩＷＦ）を介した通信が発生するように、前記ショートメッセージの前記ハン
ドリングのための前記相互接続機能（ＩＷＦ）を提供するユニットを用いることによって
前記ショートメッセージを送信するステップと、
を含み、
　前記回線交換ネットワーク部は、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ無線アクセスネットワーク（
ＧＳＭ／ＵＭＴＳ移動通信ネットワーク）標準規格に従う移動交換局（ＭＳＣ）を備え、
前記進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークへのデータ接続を有するユ
ーザー機器（ＵＥ）に対するショートメッセージの前記送信及び／又は前記受信に関して
前記移動交換局（ＭＳＣ）がバイパスされるように、ショートメッセージの前記ハンドリ
ングのための前記相互接続機能（ＩＷＦ）が提供される、移動性管理エンティティ（ＭＭ
Ｅ）と、ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）とを備える進化型パケットシ
ステム（ＥＰＳ）移動無線アクセスネットワークにおけるショートメッセージの前記ハン
ドリングのための方法。
【請求項７】
　前記進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークへのデータ接続を有する
ユーザー機器（ＵＥ）にＳＭＳ機能が提供され、前記ＳＭＳハンドリングは前記進化型パ
ケットシステム（ＥＰＳ）に関して非固有の方式で提供される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　コアネットワーク（１０）を有する進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネット
ワークにおけるショートメッセージの前記ハンドリングのための相互接続機能（ＩＷＦ）
を提供するユニットであって、前記コアネットワーク（１０）は、ＳＧ上のＳＭＳ機能を
提供し、前記コアネットワーク（１０）は、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）と、ショ
ートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）とを備え、前記相互接続機能（ＩＷＦ）を
提供する該ユニットは、前記移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）とのＳＧインターフェー
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スと、前記ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）とのＳＭＳＣインターフェ
ースとを有する中間ユニットであり、ショートメッセージの前記ハンドリングは、前記進
化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークへのデータ接続を有するユーザー
機器（ＵＥ）に対するショートメッセージの前記送信及び／又は前記受信に関して、前記
移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）と前記ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳ
Ｃ）との間に、前記相互接続機能（ＩＷＦ）を介した通信が提供されるようになっており
、前記コアネットワーク（１０）は、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ無線アクセスネットワーク
（ＧＳＭ／ＵＭＴＳ移動通信ネットワーク）標準規格に従う移動交換局（ＭＳＣ）を備え
、前記進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークへのデータ接続を有する
ユーザー機器（ＵＥ）に対するショートメッセージの前記送信及び／又は前記受信に関し
て前記移動交換局（ＭＳＣ）がバイパスされるように、ショートメッセージの前記ハンド
リングのための前記相互接続機能（ＩＷＦ）が提供される、コアネットワーク（１０）を
有する進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークにおけるショートメッセ
ージの前記ハンドリングのための相互接続機能（ＩＷＦ）を提供するユニット。
【請求項９】
　コアネットワーク（１０）を有する進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動無線アクセ
スネットワークにおけるショートメッセージの前記ハンドリングのための相互接続機能（
ＩＷＦ）を提供する統合ユニットを有するショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳ
Ｃ）であって、前記コアネットワーク（１０）は、ＳＧ上のＳＭＳ機能を提供し、前記コ
アネットワーク（１０）は、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）を備え、前記相互接続機
能（ＩＷＦ）を提供する前記ユニットは、前記移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）とのＳ
Ｇインターフェースを有し、ショートメッセージの前記ハンドリングは、前記進化型パケ
ットシステム（ＥＰＳ）移動無線アクセスネットワークへのデータ接続を有するユーザー
機器（ＵＥ）に対するショートメッセージの前記送信及び／又は前記受信に関して、前記
移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）と該ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ
）との間に、前記相互接続機能（ＩＷＦ）を介した通信が提供されるようになっており、
前記コアネットワーク（１０）は、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ無線アクセスネットワーク（
ＧＳＭ／ＵＭＴＳ移動通信ネットワーク）標準規格に従う移動交換局（ＭＳＣ）を備え、
前記進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークへのデータ接続を有するユ
ーザー機器（ＵＥ）に対するショートメッセージの前記送信及び／又は前記受信に関して
前記移動交換局（ＭＳＣ）がバイパスされるように、ショートメッセージの前記ハンドリ
ングのための前記相互接続機能（ＩＷＦ）が提供される、コアネットワーク（１０）を有
する進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークにおけるショートメッセー
ジの前記ハンドリングのための相互接続機能（ＩＷＦ）を提供する統合ユニットを有する
ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）。
【請求項１０】
　コアネットワーク（１０）を有する進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネット
ワークにおけるショートメッセージの前記ハンドリングのための相互接続機能（ＩＷＦ）
を提供する統合ユニットを有する移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）であって、前記コア
ネットワーク（１０）は、ＳＧ上のＳＭＳ機能を提供し、前記コアネットワーク（１０）
は、ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）を備え、前記相互接続機能（ＩＷ
Ｆ）を提供する前記ユニットは、前記ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）
とのＳＭＳＣインターフェースを有し、ショートメッセージの前記ハンドリングは、前記
進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動無線アクセスネットワークへのデータ接続を有す
るユーザー機器（ＵＥ）に対するショートメッセージの前記送信及び／又は前記受信に関
して、該移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）と前記ショートメッセージサービスセンター
（ＳＭＳＣ）との間に、前記相互接続機能（ＩＷＦ）を介した通信が提供されるようにな
っており、前記コアネットワーク（１０）は、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ無線アクセスネッ
トワーク（ＧＳＭ／ＵＭＴＳ移動通信ネットワーク）標準規格に従う移動交換局（ＭＳＣ
）を備え、前記進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークへのデータ接続
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を有するユーザー機器（ＵＥ）に対するショートメッセージの前記送信及び／又は前記受
信に関して前記移動交換局（ＭＳＣ）がバイパスされるように、ショートメッセージの前
記ハンドリングのための前記相互接続機能（ＩＷＦ）が提供される、コアネットワーク（
１０）を有する進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークにおけるショー
トメッセージの前記ハンドリングのための相互接続機能（ＩＷＦ）を提供する統合ユニッ
トを有する移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）。
【請求項１１】
　請求項８に記載の、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信アクセスネットワーク
におけるショートメッセージの前記ハンドリングのための相互接続機能（ＩＷＦ）を提供
するユニットを制御するためのコンピューター可読プログラムコードを備えるプログラム
。
【請求項１２】
　請求項９に記載のショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）を制御するための
コンピューター可読プログラムコードを備えるプログラム。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）を制御するためのコンピュータ
ー可読プログラムコードを備えるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、進化型パケットシステムにおけるショートメッセージの送信のためのコアネ
ットワークに関し、コアネットワークは、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ無線アクセスネットワ
ーク標準規格（ＧＳＭ（登録商標）／ＵＭＴＳ移動電気通信ネットワーク）に従う移動交
換局（ＭＳＣ）を備える。本発明は更に、そのような進化型パケットシステム（ＥＰＳ）
移動無線アクセスネットワークにおけるショートメッセージのハンドリングのための方法
、相互接続機能（ＩＷＦ：Interworking Function）を提供するユニット、ショートメッ
セージサービスセンター（ＳＭＳＣ）、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）、及びコンピ
ューター可読プログラムコードを含むプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動電気通信ネットワークへのデータ接続を有する
ユーザー機器（ＵＥ）にＳＭＳ機能を提供するために、
　－－　いわゆる「固有の（native）」解決法、すなわち、単にパケット交換（ＰＳ）コ
アネットワークエンティティを用いることによるショートメッセージのトランスポート（
又は「ＥＰＳを介したＳＭＳ」）、又は
　－－　いわゆる回線交換（switched）フォールバック（ＣＳＦＢ）解決法
を用いることが提案されてきた。進化型パケットシステム（ＥＰＳ）におけるショートメ
ッセージサービス（short message service）の固有の解決法（ＥＰＳを介したＳＭＳ）
の導入は、３ＧＰＰ標準規格化プロセスにおいて存続していない。ショートメッセージの
トランスポートのための固有の進化型パケットシステム（ＥＰＳ）解決法に対する代替案
は、コアネットワークの回線交換（ＣＳ）エンティティ又はコンポーネントを少なくとも
部分的に用いることである。これ以降、コアネットワークの回線交換（ＣＳ）エンティテ
ィ又はコンポーネントのそのような使用は、回線交換（ＣＳ）フォールバック解決法とも
呼ばれる。１つの回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）解決法は、ＳＭＳサービス（ショ
ートメッセージサービス）のみでなく、その主要なターゲットである音声サービスもサポ
ートする。音声サポートのメカニズムは、ユーザー機器（ＵＥ）が音声呼を着信したとき
、又は音声呼を発信することを望むときに、回線交換音声通信（ＣＳ音声）をサポートす
るＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮセル（第２／第３世代ネットワークセル）にフォールバックす
ることである。回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）が機能するには、ネットワークにお
いて、回線交換（ＣＳ）ロケーションエリア（ＬＡ）と進化型パケットシステム（ＥＰＳ
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）追跡エリア（ＴＡ）との間の密な位置合わせが、該ロケーションエリア（ＬＡ）又は該
追跡エリア（ＴＡ）にそれぞれ属するセルの実際のカバレッジエリアに基づいて管理及び
構成される必要がある。回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）は、ＩＭＳ音声への移行中
の暫定的な解決法とみなされている。
【０００３】
　回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）が、その元の形態（すなわち回線交換（ＣＳ）音
声サービスも含む）において、ＳＭＳにあまり適していないことには明白な理由がある。
例えば、ショートメッセージが送信又は受信されるたびに回線交換（ＣＳ）可能アクセス
にフォールバックすることは、非常に行き過ぎであるように思われ、ユーザー機器（ＵＥ
）がＧＥＲＡＮ（第２世代移動無線アクセスネットワーク）に移動する必要があるたびに
、そのユーザー機器（ＵＥ）の進化型パケットシステム（ＥＰＳ）データ接続が途切れる
可能性がある。この理由により、ＧＥＲＡＮ（２Ｇ）又はＵＴＲＡＮ（３Ｇ）機能にフォ
ールバックする（すなわち回線交換（ＣＳ）機能への完全なフォールバックを実行する）
のではなく、ＥＰＳの移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）を介したショートメッセージの
送受信を可能にするように、回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）を拡張することが提案
されている。この目的で、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）と移動交換局（ＭＳＣ）と
の間のＳＧインターフェースが、ＵＥへの、及びＵＥからのショートメッセージの転送も
可能にするように拡張された。このＳＧインターフェースは、回線交換フォールバック（
ＣＳＦＢ）において、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）に接続されているか又は進化型
パケットシステム（ＥＰＳ）への接続を要求するユーザー機器（ＵＥ）のための、移動交
換局（ＭＳＣ）への該ユーザー機器のアタッチ、及び移動体着信呼へのページングの実行
の双方を引き起こしかつ維持するために必要とされる。用語「ＭＭＥ」は、ＥＴＳＩ　Ｔ
Ｒ２１．９０５、Ｖ８．８．０によれば、移動管理エンティティ（mobile management en
tity）を表し、ＴＳ２３．４０１、Ｖ８．６．０によれば、移動性管理エンティティ（mo
bility management entity）を表す。以後、用語「移動性管理エンティティ」を用いる。
【０００４】
　そのような手法では、ユーザー機器（ＵＥ）によってＳＭＳサポートのみが所望されて
いる場合であっても、オペレーターのネットワークにおいて完全な回線交換フォールバッ
ク（ＣＳＦＢ）（すなわち音声サポートを含む）を実施しなくてはならない。このため、
回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）のターゲットがＳＭＳのみであっても、全てのＭＳ
Ｃをアップグレードし、回線交換（ＣＳ）ネットワークのコンポーネントのロケーション
エリア（ＬＡ）を進化型パケットシステム（ＥＰＳ）追跡エリア（ＴＡ）に密に位置合わ
せしなくてはならないという内在的な不利益が伴う。なぜなら、これは、回線交換フォー
ルバック（ＣＳＦＢ）ユーザー機器（ＵＥ）ごとに移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）を
移動交換局（ＭＳＣ）と適切に関連付けるのに必要であるためである。別の回線交換（Ｃ
Ｓ）フォールバック解決法、いわゆる３ＧＰＰ（第３世代パートナシッププロジェクト）
内の「ＳＧを介したＳＭＳ」解決法（非特許文献１において規定されている）では、ＳＧ
インターフェースは、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）と移動交換局（ＭＳＣ）との間
の関連付けを確立及び維持して、ショートメッセージを転送するためにのみ用いられる。
ショートメッセージはＳＧインターフェースを用いてＭＭＥを介してＭＳＣとＵＥとの間
で中継されるので、音声のために必要とされる全ての機能は取り除かれ、ＣＳアクセスへ
のフォールバックは行われない（ＳＭＳ機能のみを提供する）。この解決法を可能にする
ために、ＵＥはＳＭＳサポートのためにのみＣＳシステムにアタッチすることができる。
それにもかかわらず、この解決法は依然として、変更されたＭＳＣが必要とされるという
欠点を有する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ技術作業部会ＳＡ２、「Ｓ２－０９４９５８」
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）におけるショートメッセージの送
信のためのコアネットワークを提供することである。該コアネットワークは特に、ＧＥＲ
ＡＮ／ＵＴＲＡＮ無線アクセスネットワーク（ＧＳＭ（登録商標）／ＵＭＴＳ移動通信ネ
ットワーク）標準規格に従う移動交換局（ＭＳＣ）を備え、特に、例えば移動交換局（Ｍ
ＳＣ）のＧＥＲＡＮネットワークに従う標準機能を用いることができる。これによって、
コアネットワークの回線交換（ＣＳ）エンティティ及びコンポーネントがショートメッセ
ージのトランスポートに用いられる。本発明の更なる目的は、そのような進化型パケット
システム（ＥＰＳ）移動無線アクセスネットワークにおけるショートメッセージのハンド
リングのための方法、相互接続機能（ＩＷＦ）を提供するユニット、ショートメッセージ
サービスセンター（ＳＭＳＣ）、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）、及びコンピュータ
ー可読プログラムコードを備えるプログラムを提供し、例えばＧＥＲＡＮネットワークに
従う移動交換局（ＭＳＣ）の標準機能を可能にすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の目的は、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークにおけるシ
ョートメッセージの送信のためのコアネットワークであって、ＳＧ上のＳＭＳ機能（SMS 
over SGs functionality：ＳＭＳオーバーＳＧ機能）を提供し、移動性管理エンティティ
（ＭＭＥ）と、ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）とを備え、前記進化型
パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークへのデータ接続を有するユーザー機器
（ＵＥ）に対するショートメッセージの前記送信及び／又は前記受信に関して、前記移動
性管理エンティティ（ＭＭＥ）と前記ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）
との間に、相互接続機能（ＩＷＦ）を介した直接通信が提供されるように、ショートメッ
セージのハンドリングのための前記相互接続機能（ＩＷＦ）を提供するユニットを更に備
える、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークにおけるショートメッセ
ージの送信のためのコアネットワークによって達成される。
【０００８】
　これは、移動交換局（ＭＳＣ）の関与が全く必要ないことを意味する。
【０００９】
　これによって、本発明によれば、有利には、既存のインターフェース、特に移動交換局
（ＭＳＣ）のインターフェースの完全な再利用が可能であることと、進化型パケットシス
テム（ＥＰＳ）に接続されたユーザー機器のためのＳＭＳサービスの全ての機能が、相互
接続機能（ＩＷＦ）を提供するユニット内にあることに起因して向上した機能により、い
かなる既存のネットワーク要素の変更も必要ないこととが可能になる。さらに、本発明に
よれば、３ＧＰＰの枠組み内で提案されている「ＳＧを介したＳＭＳ」と比較して、その
ような機能のより単純な実施が可能である。
【００１０】
　本発明の好ましい実施の形態によれば、前記コアネットワークは、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲ
ＡＮ無線アクセスネットワーク（ＧＳＭ（登録商標）／ＵＭＴＳ移動通信ネットワーク）
標準規格に従う移動交換局（ＭＳＣ）を備え、前記進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移
動通信ネットワークへのデータ接続を有するユーザー機器（ＵＥ）に対するショートメッ
セージの前記送信及び／又は前記受信に関して前記移動交換局（ＭＳＣ）がバイパスされ
るように、ショートメッセージの前記ハンドリングのための前記相互接続機能（ＩＷＦ）
が提供される。
【００１１】
　本発明によれば、他の移動交換局（ＭＳＣ）（又はビジターロケーションレジスタ（Ｖ
ＬＲ：visitor location register：訪問者位置登録器）とのそのような移動交換局（Ｍ
ＳＣ）の組合せ）に対しインターフェース又はインターフェースの変更が必要ないことが
有利である。
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【００１２】
　本発明によれば、（ＳＭＳサービスのために）必要な機能のみを提供する相互接続機能
（ＩＷＦ）を規定することによって、特にＳＧインターフェースを介したショートメッセ
ージサービス（ＳＭＳ）機能の実施が提供される。有利には、既存の移動交換局（ＭＳＣ
ベース）との錯綜（tangle）が回避される。
【００１３】
　本発明によれば、有利には、既知のものよりもはるかに単純な形式で、すなわち全ての
移動交換局（ＭＳＣ）ユニットのアップグレードを強制するのではなく、必要な機能に相
互接続機能（ＩＷＦ）を指定することによって、ＳＭＳ機能を進化型パケットシステム（
ＥＰＳ）と統合することが可能である。相互接続機能（ＩＷＦ）の機能は本格的な移動交
換局（ＭＳＣ）よりはるかに低い。本質的に、相互接続機能（ＩＷＦ）は、ＳＧを介した
ＳＭＳをサポートするために移動交換局（ＭＳＣ）に追加しなくてはならないものに加え
て、移動交換局（ＭＳＣ）の最低限の機能しか有しない。相互接続機能（ＩＷＦ）を移動
性管理エンティティ（ＭＭＥ）に統合する（例えば、ＶＬＲ数の導出及びＳＧインターフ
ェースが必要ない）か又はショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）に統合する
（例えば、ホーム加入者サーバー（ＨＳＳ）ロケーションエリア更新及びショートメッセ
ージサービスセンター（ＳＭＳＣ）に向けたＭＡＰインターフェースが必要ない）と、全
体機能の更なる単純化を達成することができる。
【００１４】
　本発明の好ましい実施の形態によれば、前記コアネットワークは、前記進化型パケット
システム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークへのデータ接続を有するユーザー機器（ＵＥ）
にＳＭＳ機能を提供し、前記ＳＭＳハンドリングは前記進化型パケットシステム（ＥＰＳ
）に関して非固有の方式で提供される。
【００１５】
　本発明の好ましい実施の形態によれば、相互接続機能（ＩＷＦ）を提供するユニットは
、前記移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）とのＳＧインターフェースと、ＴＳ２３．０４
０の４．２節（３ＧＰＰ　ＴＳ２３．０４０　８．５．０版による４．２節「参照点３に
おける転送（Transfer on reference point 3）」）に規定されているような前記ショー
トメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）とのＳＭＳＣインターフェースとを有する中
間ユニットである。本発明との関連において、そのようなインターフェースは以後、「Ｓ
ＭＳＣインターフェース」とも呼ばれる。そのようなインターフェース（又はＳＭＳＣイ
ンターフェース）は、例えばＭＡＰインターフェース（ＴＳ２９．００２に従う移動アプ
リケーション部インターフェース）によって実現することができるが、ＴＳ２３．０４０
に従う他の実現も可能である。
【００１６】
　したがって、本発明によれば、有利には、相互接続機能（ＩＷＦ）はスタンドアロン要
素として実施することが可能であり、そして、オペレーターが所望する場合、集中化する
ことができる。この実施態様は、ＥＰＳにおいてＵＥのためのＳＧを介したＳＭＳサービ
スをサポートする最低限の機能に限定された機能低減ＭＳＣとみなすことができる。相互
接続機能（ＩＷＦ）は、通常のＭＳＣと同様に、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）に向
けたＳＧインターフェース及びホーム加入者サーバー（ＨＳＳ）に向けたＤインターフェ
ース、並びにショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）に向けたインターフェー
スを公開する（expose）一方、（例えばＢＳＣ／ＲＮＣ又はＭＧＷに向けた）音声をサポ
ートするのに必要な機能又はインターフェースは存在しない。
【００１７】
　本発明の更に好ましい実施の形態によれば、前記相互接続機能（ＩＷＦ）を提供する前
記ユニットは、前記ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）とのＳＭＳＣイン
ターフェースを有する前記移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）に統合される。
【００１８】
　これによって、本発明によれば、有利には、相互接続機能（ＩＷＦ）をＭＭＥに統合す
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ることによって、ＥＰＳにおける事実上の「固有の」ＳＭＳ解決法を達成できることが可
能である。ホーム加入者サーバー（ＨＳＳ）及びショートメッセージサービスセンター（
ＳＭＳＣ）に向けたインターフェースがその「統合されたＭＭＥ」によって公開されるこ
とになるが、全てのＳＧインタラクションは統合されたノード（すなわち統合されたＭＭ
Ｅ）の内部で行われる。ＴＳ２３．０４０（３ＧＰＰ　ＴＳ２３．０４０　８．５．０版
による４．２節「参照点３における転送」）。
【００１９】
　本発明の更に好ましい実施の形態によれば、前記相互接続機能（ＩＷＦ）を提供する前
記ユニットは、前記移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）とのＳＧインターフェースを有す
る前記ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）に統合される。
【００２０】
　これによって、本発明によれば、有利には、相互接続機能（ＩＷＦ）をショートメッセ
ージサービスセンター（ＳＭＳＣ）に統合することによって、ＶＬＲ機能の必要性がなく
なり、したがってホーム加入者サーバー（ＨＳＳ）とシグナリングする必要がなくなる。
この「統合されたＳＭＳＣ」はＳＧインターフェースのみを必要とする（すなわち、ホー
ム加入者サーバー（ＨＳＳ）へのインターフェースは必要としない）一方、通常のＭＳＣ
とショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）との間のＳＭＳ固有のインタラクシ
ョンは「統合されたＳＭＳＣ」の内部で行われる。コスト節減に起因して、これは本発明
の最も好ましい実施の形態である。
【００２１】
　本発明は、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動電気通信ネットワークにおけるショ
ートメッセージのハンドリングのための方法であって、
　ユーザー機器（ＵＥ）を前記回線交換ネットワーク部にアタッチするステップであって
、該回線交換ネットワーク部は、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ無線アクセスネットワーク（Ｇ
ＳＭ（登録商標）／ＵＭＡＴＳ移動通信ネットワーク）標準規格に従う移動交換局（ＭＳ
Ｃ）を備え、前記ユーザー機器（ＵＥ）は前記進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動無
線アクセスネットワークへのデータ接続を有するか又は要求する、アタッチするステップ
と、
　ショートメッセージの前記送信及び／又は前記受信に関して前記移動交換局（ＭＳＣ）
がバイパスされるように、前記ショートメッセージの前記ハンドリングのための相互接続
機能（ＩＷＦ）を提供するユニットを用いることによって前記ショートメッセージを送信
するステップと、
を含む、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動電気通信ネットワークにおけるショート
メッセージのハンドリングのための方法にも関する。
【００２２】
　これによって、有利には、既存のインターフェース、特にＳＭＳに用いられる移動交換
局（ＭＳＣ）のインターフェースの完全な再利用が可能であることと、いかなる既存のネ
ットワーク要素の変更も必要ないこととが可能になる。
【００２３】
　本発明は、コアネットワークを有する進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネッ
トワークにおけるショートメッセージのハンドリングのための相互接続機能（ＩＷＦ）を
提供するユニットであって、前記コアネットワークは、ＧＥＲＡＮＵＴＲＡＮ無線アクセ
スネットワーク（ＧＳＭ（登録商標）／ＵＭＴＳ移動通信ネットワーク）標準規格に従う
移動交換局（ＭＳＣ）を備え、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）と、前記ショートメッ
セージサービスセンター（ＳＭＳＣ）とを更に備え、前記相互接続機能（ＩＷＦ）を提供
するユニットは、前記移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）とのＳＧインターフェースと、
ＴＳ２３．０４０の４．２節（３ＧＰＰ　ＴＳ２３．０４０　８．５．０版による４．２
節「参照点３における転送」）に指定されているような前記ショートメッセージサービス
センター（ＳＭＳＣ）とのＳＭＳＣインターフェースを有する中間ユニットであり、ショ
ートメッセージの前記ハンドリングは、前記進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信
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ネットワークへのデータ接続を有するユーザー機器（ＵＥ）に対するショートメッセージ
の前記送信及び／又は前記受信に関して前記移動交換局（ＭＳＣ）がバイパスされるよう
になっている、コアネットワークを有する進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネ
ットワークにおけるショートメッセージのハンドリングのための相互接続機能（ＩＷＦ）
を提供するユニットにも関する。
【００２４】
　さらに、本発明は、コアネットワークを有する進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動
通信ネットワークにおけるショートメッセージのハンドリングのための相互接続機能（Ｉ
ＷＦ）を提供する統合ユニットを有するショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ
）であって、前記コアネットワークは、ＧＥＲＡＮＵＴＲＡＮ無線アクセスネットワーク
（ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥ／ＵＭＴＳ移動通信ネットワーク）標準規格に従う移動交換局（Ｍ
ＳＣ）を備え、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）を更に備え、前記相互接続機能（ＩＷ
Ｆ）を提供する前記ユニットは、前記移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）とのＳＧインタ
ーフェースを備え、ショートメッセージの前記ハンドリングは、前記進化型パケットシス
テム（ＥＰＳ）移動通無線アクセスネットワークへのデータ接続を有するユーザー機器（
ＵＥ）に対するショートメッセージの前記送信及び／又は前記受信に関して前記移動交換
局（ＭＳＣ）がバイパスされるようになっている、コアネットワークを有する進化型パケ
ットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークにおけるショートメッセージのハンドリン
グのための相互接続機能（ＩＷＦ）を提供する統合ユニットを有するショートメッセージ
サービスセンター（ＳＭＳＣ）に関する。
【００２５】
　本発明は、コアネットワークを有する進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネッ
トワークにおけるショートメッセージのハンドリングのための相互接続機能（ＩＷＦ）を
提供する統合ユニットを有する移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）であって、前記コアネ
ットワークは、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ無線アクセスネットワーク（ＧＳＭ（登録商標）
／ＵＭＴＳ移動通信ネットワーク）標準規格に従う移動交換局（ＭＳＣ）を備え、ショー
トメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）を更に備え、前記相互接続機能（ＩＷＦ）を
提供するユニットは、ＴＳ２３．０４０の４．２節（３ＧＰＰ　ＴＳ２３．０４０　８．
５．０版による４．２節「参照点３における転送」）に指定されているような前記ショー
トメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）とのＳＭＳＣインターフェースを有し、ショ
ートメッセージのハンドリングは、前記進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通無線ア
クセスネットワークへのデータ接続を有するユーザー機器（ＵＥ）に対するショートメッ
セージの前記送信及び／又は前記受信に関して前記移動交換局（ＭＳＣ）がバイパスされ
るようになっている、コアネットワークを有する進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動
通信ネットワークにおけるショートメッセージのハンドリングのための相互接続機能（Ｉ
ＷＦ）を提供する統合ユニットを有する移動性管理エンティティにも関する。
【００２６】
　加えて、本発明は、本発明による、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動無線アクセ
スネットワークにおけるショートメッセージの前記ハンドリングのための相互接続機能（
ＩＷＦ）を提供するユニット、ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）、及び
／又は移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）を制御するためのコンピューター可読プログラ
ムコードを備えるプログラムにも関する。
【００２７】
　既存のインターフェース、特にＳＭＳのために用いられるような移動交換局（ＭＳＣ）
のインターフェースの完全な再利用により、本発明によれば、いかなる既存のネットワー
ク要素の変更も必要ない。
【００２８】
　本発明のこれらの特性、特徴、及び利点、並びに他の特性、特徴、及び利点は、添付の
図面とあわせて、本発明の原理を例として説明する以下の詳細な説明から明らかとなるで
あろう。説明は本発明の範囲を限定することなく例示のためにのみ与えられるものである
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。下記で引用する参照図は添付の図面を指す。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】３ＧＰＰフレームワーク内で行われた既知の提案による、進化型パケットシステ
ム（ＥＰＳ）へのユーザー機器のアタッチ手順を概略的に示す図である。
【図２】本発明の３つの異なる実施形態のうちの１つによる、進化型パケットシステム（
ＥＰＳ）へのユーザー機器のアタッチ手順を概略的に示す図である。
【図３】本発明の３つの異なる実施形態のうちの１つによる、進化型パケットシステム（
ＥＰＳ）へのユーザー機器のアタッチ手順を概略的に示す図である。
【図４】本発明の３つの異なる実施形態のうちの１つによる、進化型パケットシステム（
ＥＰＳ）へのユーザー機器のアタッチ手順を概略的に示す図である。
【図５】３ＧＰＰフレームワーク内で行われた既知の提案による、移動体発信ショートメ
ッセージのハンドリングを概略的に示す図である。
【図６】本発明の３つの異なる実施形態のうちの１つによる、移動体発信ショートメッセ
ージのハンドリングを概略的に示す図である。
【図７】本発明の３つの異なる実施形態のうちの１つによる、移動体発信ショートメッセ
ージのハンドリングを概略的に示す図である。
【図８】本発明の３つの異なる実施形態のうちの１つによる、移動体発信ショートメッセ
ージのハンドリングを概略的に示す図である。
【図９】３ＧＰＰフレームワーク内で行われた既知の提案による、移動体着信ショートメ
ッセージのハンドリングを概略的に示す図である。
【図１０】本発明の３つの異なる実施形態のうちの１つによる、移動体着信ショートメッ
セージのハンドリングを概略的に示す図である。
【図１１】本発明の３つの異なる実施形態のうちの１つによる、移動体着信ショートメッ
セージのハンドリングを概略的に示す図である。
【図１２】本発明の３つの異なる実施形態のうちの１つによる、移動体着信ショートメッ
セージのハンドリングを概略的に示す図である。
【図１３】本発明の３つの異なる実施形態のうちの１つによるネットワーク構成を概略的
に示す図である。
【図１４】本発明の３つの異なる実施形態のうちの１つによるネットワーク構成を概略的
に示す図である。
【図１５】本発明の３つの異なる実施形態のうちの１つによるネットワーク構成を概略的
に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　特定の実施形態に関して或る図面を参照して本発明を説明するが、本発明はそれらには
限定されるものではなく、特許請求の範囲によってのみ限定される。説明される図面は概
略的でしかなく、非限定的である。図面において、説明の目的で要素のうちのいくつかの
サイズが誇張され、一定の縮尺で描かれない場合がある。
【００３１】
　数量が特定されていない名詞を参照するときき、これは特に別段の指定がない限り、単
数及び複数の該名詞を含む。
【００３２】
　さらに、明細書及び特許請求の範囲における用語「第１の」、「第２の」、「第３の」
等は、同様の要素間で区別するために用いられ、必ずしも順序又は時系列を説明するため
のものではない。そのように用いられる用語は、適切な状況下で交換可能であり、本明細
書において説明される本発明の実施形態は、本明細書に説明されるか又は示されるのと異
なる順序で動作することが可能であることを理解されたい。
【００３３】
　図１において、３ＧＰＰフレームワーク内で行われる既知の「ＳＧを介したＳＭＳ」解
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決法による、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）へのユーザー機器（ＵＥ）のアタッチ手
順が概略的に示されている。ＡＴ１で表されるアタッチ手順の第１のステップは、移動性
管理エンティティ（ＭＭＥ）に向けたユーザー機器（ＵＥ）のアタッチ要求に対応する。
ＡＴ２で表されるアタッチ手順の第２のステップは、ＴＳ２３．４０１（図５．３．２．
１－１：文書３ＧＰＰ　ＴＳ２３．４０１　８．６．０版による「アタッチ手順」）にお
いて指定されるアタッチ手順のステップ２～ステップ１７に対応する。ＡＴ３で表される
アタッチ手順の第３のステップは、ビジターロケーションレジスタ（ＶＬＲ）数を導出す
ることに対応する。ＡＴ４で表されるアタッチ手順の第４のステップは、移動性管理エン
ティティ（ＭＭＥ）が、移動交換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）
にロケーション更新要求を送信することに対応する。ＡＴ５で表されるアタッチ手順の第
５のステップは、ＳＧ関連付けの作成に対応する。ＡＴ６で表されるアタッチ手順の第６
のステップは、回線交換ドメインにおけるロケーション更新に対応する。ＡＴ７で表され
るアタッチ手順の第７のステップは、移動交換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳ
Ｃ／ＶＬＲ）がロケーション更新受理を移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）に送信するこ
とに対応する。Ａ８で表されるアタッチ手順の第８のステップは、ＴＳ２３．４０１（図
５．３．２．１－１：文書３ＧＰＰ　ＴＳ２３．４０１　８．６．０版による「アタッチ
手順」）において指定されるアタッチ手順のステップ１８～ステップ２６に対応する。
【００３４】
　これは、ユーザー機器（ＵＥ）が複合アタッチ（すなわち、進化型パケットシステム（
ＥＰＳ）及び回線交換（ＣＳ）システムの双方にアタッチする）を実行しなくてはならな
いことを意味する。ＳＭＳのみの場合、アタッチ手順は、ＳＭＳのためにのみＭＳＣ／Ｖ
ＬＲへのアタッチを要求するユーザー機器（ＵＥ）又はＳＭＳのためにのみ受理を返すネ
ットワークのいずれかによって制限される。アタッチ手順がＳＭＳのためにのみ実行され
るとき、アタッチ手順の第３のステップＡＴ３は移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）にお
いて実装固有であり、ＵＥの報告された追跡エリア識別情報（ＴＡＩ）を考慮に入れる必
要がない。加えて、ユーザー機器（ＵＥ）に返されるロケーションエリア識別情報（ＬＡ
Ｉ）はＣＳネットワークにおいて用いられる実際のロケーションエリア識別情報（ＬＡＩ
）に対応する必要がない。
【００３５】
　本発明の第１の実施形態によれば、移動交換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳ
Ｃ／ＶＬＲ）は、相互接続機能（ＩＷＦ）を提供するユニットに置き換えられる。これは
図２に示されており、すなわち、相互接続機能（ＩＷＦ）を提供するユニットがスタンド
アロンエンティティであるときのアタッチ手順が示されている。ネットワーク内に論理的
に１つの相互接続機能（ＩＷＦ）しか存在せず、それによって第３のステップＡＴ３は単
純な事前構成されたアドレスルックアップとなることが容易に考えられる。移動性管理エ
ンティティ（ＭＭＥ）とのＳＧインターフェース及びホーム加入者サーバー（ＨＳＳ）と
のＤインターフェースに関して、相互接続機能（ＩＷＦ）の機能は図１と同じであるが、
相互接続機能（ＩＷＦ）は移動交換局（ＭＳＣ）の他の機能を一切有しない（有する必要
がない？）。
【００３６】
　ネットワーク内に論理的に１つの相互接続機能（ＩＷＦ）しか存在しない場合、第６の
ステップＡＴ６におけるＣＳロケーション更新は、図４（「ＳＭＳＣに統合されたＩＷＦ
」、すなわち第３の実施形態）に関して説明したのと同じ理由から厳密に必要とされない
。しかしながら、第１の実施形態においてロケーション更新を省くことは、（省かない場
合影響を受けない）ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）における以下の特
殊な変更、
　　－　ＨＳＳにＵＥのロケーション情報（例えばサービングＭＳＣ／ＶＬＲ）をクエリ
することなく、単一の相互接続機能（ＩＷＦ）を介してＳＭＳの配信を試行する能力、
　　－　相互接続機能（ＩＷＦ）を介した配信が失敗したとき、ホーム加入者サーバー（
ＨＳＳ）クエリに基づいて移動交換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ
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）に向けてＳＭＳ配信を試行する能力、及び
　　－　状況に応じて、上記のＳＭＳ配信の試行が実行される順序を制御及び最適化する
アルゴリズム、
等を必要とする。
【００３７】
　図３のアタッチ手順に関して示される本発明の第２の実施形態によれば、相互接続機能
（ＩＷＦ）は移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）に統合される。第３のステップＡＴ３に
おけるＶＬＲ数の導出は全く必要でなく、第４のステップＡＴ４及び第５のステップＡＴ
５が、複合ＭＭＥ／ＩＷＦの内部で発生し、すなわち、ＳＧインターフェースが存在しな
い。ここで、第６のステップＡＴ６において、ホーム加入者サーバー（ＨＳＳ）に向けて
ロケーション更新を実行する必要がある。なぜなら、これは、ＳＭＳゲートウェイ移動交
換局（ＳＭＳ－ＧＷＭＳＣ）が移動体着信ＳＭＳのためのユーザー機器（ＵＥ）を見つけ
るために必要であるためである（下記を参照）。
【００３８】
　本発明の第３の実施形態によれば、相互接続機能（ＩＷＦ）はショートメッセージサー
ビスセンター（ＳＭＳＣ）に統合される。この場合、通常、ネットワーク内に１つのショ
ートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）しか存在しないので、第３のステップＡＴ
３におけるＶＬＲ数の導出は必要ない。換言すれば、「導出」は（図２又は第１の実施形
態に関して既に示したように）単純な事前構成に退化し、これはネットワーク内の単一の
論理相互接続機能（ＩＷＦ）でも可能になる）。本発明の第２の実施形態によるシナリオ
との主要な違いは、ＣＳドメインにおいてロケーション更新（第６のステップＡＴ６）を
実行する必要がないことである。ＳＭＳＣのゲートウェイＭＳＣは、終了ショートメッセ
ージが送信されるときのみＵＥのビジターロケーションレジスタ（ＶＬＲ）知る必要があ
り、ＩＷＦがＳＭＳＣ内に統合されているとき、これは必要ない（図１０～図１２に関し
て下記を参照）。結果として、ＴＳ２３．０４０の４．２節（３ＧＰＰ　ＴＳ２３．０４
０　８．５．０版による４．２節「参照点３における転送」）によるＳＭＳＣインターフ
ェースが複合ＩＷＦ／ＳＭＳＣの内部にある限り、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）と
複合ＩＷＦ／ＳＭＳＣとの間のＳＧインターフェースしか存在しない。
【００３９】
追跡エリア更新
　ユーザー機器（ＵＥ）が進化型パケットシステム（ＥＰＳ）において追跡エリア（ＴＡ
）／ロケーションエリア（ＬＡ）更新を実行するとき、シナリオは上述したアタッチシナ
リオ又はアタッチ手順に等しい。本発明によれば、シグナリング、「ビジターロケーショ
ンレジスタ（ＶＬＲ）数の導出」機能において、及びホーム加入者サーバー（ＨＳＳ）シ
グナリングに関して同様の単純化が生じる。さらに、相互接続機能（ＩＷＦ）が移動性管
理エンティティ（ＭＭＥ）に統合されているとき、ＳＧインターフェースは必要なく、上
記のアタッチシナリオにおいて説明したのと同じ環境において、ホーム加入者サーバー（
ＨＳＳ）とのシグナリングは必要ない。
【００４０】
　ＵＥが２Ｇ又は３Ｇからのインバウンド追跡エリア更新（ＴＡＵ）を実行するとき、相
互接続機能（ＩＷＦ）は、古い移動交換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／Ｖ
ＬＲ）からユーザー機器（ＵＥ）移動性管理（ＭＭ）のいかなる態様も検索する必要がな
い。また、ユーザー機器（ＵＥ）がネットワーク内を移動している間に相互接続機能（Ｉ
ＷＦ）が変化する場合、相互接続機能（ＩＷＦ）は、古い相互接続機能（ＩＷＦ）からい
かなる情報も検索する必要がない。
【００４１】
　相互接続機能（ＩＷＦ）がホーム加入者サーバー（ＨＳＳ）を用いたＣＳロケーション
更新を実行しない場合がある状況において、ユーザー機器（ＵＥ）がＧＥＲＡＮ／ＵＴＲ
ＡＮから進化型パケットシステム（ＥＰＳ）に移動するとき、古い移動交換局／ビジター
ロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）はホーム加入者サーバー（ＨＳＳ）に格納され
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たままである。ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮでは移動デバイスは移動交換局／ビジターロケー
ションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）によってサービス提供され、進化型パケットシステム
（ＥＰＳ）では、移動デバイスは、本発明による相互接続機能（ＩＷＦ）によってＳＭＳ
に関してのみサービス提供される。ＵＥのロケーションも古い移動交換局／ビジターロケ
ーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）において取り消されない。しかしながら、これは、
ＳＭＳサポートの観点から無視することができる。なぜなら、
　　－　ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）は、本発明による相互接続機
能（ＩＷＦ）を介したＳＭＳ配信のためにホーム加入者サーバー（ＨＳＳ）からの移動交
換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）情報を利用せず、
　　－　相互接続機能（ＩＷＦ）を介した配信が失敗した場合、ショートメッセージサー
ビスセンター（ＳＭＳＣ）は、移動交換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／Ｖ
ＬＲ）を介したＳＭＳ配信のためにホーム加入者サーバー（ＨＳＳ）からの移動交換局／
ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）情報を用いることができ、
　　－　古い移動交換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）を介したＳ
ＭＳ配信が失敗した場合、通常の３ＧＰＰ誤り手順が実行される
ためである。
【００４２】
　本発明によれば、他のロケーション依存アプリケーションは、ホーム加入者サーバー（
ＨＳＳ）内に格納された移動交換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）
が旧式である場合があることに起因したそれらのアプリケーションのロケーションサービ
スの失敗を回避するために、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）ロケーション情報を回線
交換（ＣＳ）ロケーション情報より優先する必要がある。着信ＣＳ呼の場合、ネットワー
クは依然として古い移動交換局（ＭＳＣ）を介した呼の配信を試行する。
【００４３】
　移動交換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）を介したＳＭＳ配信の
失敗、又は呼の試行の終了は、ＵＥが標準的な３ＧＰＰ機能による旧式の移動交換局／ビ
ジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）を介してもはや到達可能でないことをネ
ットワークに示す。
【００４４】
ロケーションエリア更新
　本発明によれば、３ＧＰＰにおいて規定されたロケーション更新又は複合追跡エリア（
ＴＡ）／ロケーションエリア（ＬＡ）更新手順には変更がない。しかしながら、新たな移
動交換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）が古い移動交換局／ビジタ
ーロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）からユーザー機器（ＵＥ）移動性管理（ＭＭ
）コンテキスト情報を検索することが不可能である場合がある。古い移動交換局／ビジタ
ーロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）は実際には、本発明による相互接続機能（Ｉ
ＷＦ）である。これはいずれにしても２Ｇ／３Ｇシステムにおいていつでも生じ得るので
、３ＧＰＰ標準規格はこの状況からの回復のためのシステム挙動を指定しているため、こ
れは問題ではない。
【００４５】
　相互接続機能（ＩＷＦ）がホーム加入者サーバー（ＨＳＳ）とのシグナリングを実行し
ない展開形態において、ユーザー機器（ＵＥ）が「実際の」移動交換局／ビジターロケー
ションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）に移動するとき、例えばロケーションエリア（ＬＡ）
更新時又は複合ルーティングエリア（ＲＡ）／ロケーションエリア（ＬＡ）更新時に、ホ
ーム加入者サーバー（ＨＳＳ）は通知を受けない可能性もある。このとき、ショートメッ
セージサービスセンター（ＳＭＳＣ）は依然として相互接続機能（ＩＷＦ）を介して終了
ショートメッセージを送信しようとするが、これは失敗する。したがって、ショートメッ
セージサービスセンター（ＳＭＳＣ）は、相互接続機能（ＩＷＦ）、及びホーム加入者サ
ーバー（ＨＳＳ）から検索された移動交換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／
ＶＬＲ）の双方を介してＳＭＳの配信を試行することが可能であるべきである。このとき



(14) JP 5680077 B2 2015.3.4

10

20

30

40

50

、２つのルートの優先順序は、特定のルート又は別のアルゴリズムを介して最も近時に送
信／受信されたショートメッセージ及び／又は配信失敗に依拠することができる。
【００４６】
デタッチ手順
　デタッチ手順のためのシナリオは、アタッチ手順と同じように機能し、本発明のいずれ
の実施形態が用いられるかに依拠して、図１による既知の手順と比較して同じ違い及び単
純化を有する。
【００４７】
ＳＭＳハンドリング
　通常のショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）製品が、サービスセンター（
ＳＣ）、ＳＭＳ－ＩＷＭＳＣ（ＳＭＳ相互接続移動交換局（ＭＳＣ））、及びＳＭＳ－Ｇ
ＷＭＳＣ（ＳＭＳゲートウェイ移動交換局（ＭＳＣ））の機能を包含することに留意すべ
きである。したがって、ＳＭＳ－ＩＷＭＳＣ／ＳＭＳ－ＧＷＭＳＣとＳＣとの間のメッセ
ージ交換は、通常、ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）の内部のものであ
る。ＳＭＳ－ＩＷＭＳＣは、移動機発信（ＭＯ）の場合にのみ適用可能である一方、ＳＭ
Ｓ－ＧＷＭＳＣは移動機着信（ＭＴ）の場合にのみ適用可能であることに留意されたい。
これは図５～図１２に反映されている。これらの全ての図面はＳＭＳ転送のみのフローを
示している。上述したように、何らかのＳＭＳ転送が発生する前に、ＵＥが進化型パケッ
トシステム（ＥＰＳ）においてインバウンドの複合追跡エリア（ＴＡ）／ロケーションエ
リア（ＬＡ）更新をアタッチ又は実行することが前提条件である。ユーザー機器（ＵＥ）
アタッチ時又は追跡エリア（ＴＡ）／ロケーションエリア（ＬＡ）更新時に、ユーザー機
器（ＵＥ）のための移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）と相互接続機能（ＩＷＦ）との間
の関連付けが作成される。
【００４８】
移動体発信（ＭＯ）ＳＭＳの場合
　移動体発信（ＭＯ）の場合、ＳＳ７／ＭＡＰシグナリングインターフェースを介してネ
ットワークからショートメッセージを受信するＳＭＳ－ＩＷＭＳＣ機能（通常ショートメ
ッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）において実施される）が存在する。３ＧＰＰ標準
規格に従った手順を図５に示す。
【００４９】
　ＭＯ１で表される移動機発信（ＭＯ）手順の第１のステップにおいて、移動局（ＭＳ）
又はユーザー機器（ＵＥ）は、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）に向けてサービス要求
を送信する。ＭＯ２で表されるＭＯ手順の第２のステップは、ユーザー機器（ＵＥ）から
移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）にアップリンクＮＡＳトランスポート情報を送信する
ことに対応する。ＭＯ３で表されるＭＯ手順の第３のステップは、移動性管理エンティテ
ィ（ＭＭＥ）が移動交換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）にアップ
リンクユニットデータ情報を送信することに対応する。ＭＯ４で表されるＭＯ手順の第４
のステップは、移動交換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）がショー
トメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）のＳＭＳ－ＩＷＭＳＣにショートメッセージ
を転送することに対応する。ＭＯ５で表されるＭＯ手順の第５のステップは、ショートメ
ッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）のＳＭＳ－ＩＷＭＳＣからＳＣへのメッセージ転
送に対応し、ＭＯ６で表されるＭＯ手順の第６のステップは、ショートメッセージサービ
スセンター（ＳＭＳＣ）のＳＣからＳＭＳ－ＩＷＭＳＣへの配信報告の送信に対応する。
ＭＯ７で表されるＭＯ手順の第７のステップは、ショートメッセージサービスセンター（
ＳＭＳＣ）から移動交換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）に配信報
告を送信することに対応する。ＭＯ８で表されるＭＯ手順の第８のステップは、移動性管
理エンティティ（ＭＭＥ）が、移動交換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／Ｖ
ＬＲ）からダウンリンクユニットデータを受信することに対応する。ＭＯ９で表されるＭ
Ｏ手順の第９のステップは、ユーザー機器（ＵＥ）が移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）
によるダウンリンクＮＡＳトランスポート情報を受信することに対応する。
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【００５０】
　ＭＯ手順の第１のステップＭＯ１は、ＵＥがアイドルモードにあるときにのみ必要であ
る。アクティブモードのユーザー機器（ＵＥ）はＭＯ手順の第２のステップＭＯ２でＳＭ
Ｓ転送を開始することができる。これは全てのＳＭＳ　ＭＯの場合にあてはまる。
【００５１】
　本発明の第１の実施形態による移動体発信（ＭＯ）手順が図６に示されている。移動交
換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）が相互接続機能（ＩＷＦ）によ
って置き換えられている。相互接続機能（ＩＷＦ）は、ＴＳ２３．０４０（３ＧＰＰ　Ｔ
Ｓ２３．０４０　８．５．０版による４．２節「参照点３における転送」）に指定されて
いるように、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）へのＳＧインターフェース及びショート
メッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）へのインターフェースの双方を公開する。図２
に類似して、第１の実施形態（図６）におけるＳＧインターフェース及びＤインターフェ
ースに関連する機能は図５と同じであるが、他の点では、相互接続機能（ＩＷＦ）はＳＭ
Ｓ転送に必要な機能しか有しない。
【００５２】
　本発明の第２の実施形態による移動体発信（ＭＯ）手順が図７に示されている。第２の
実施形態によるアタッチの場合の図３と類似して、相互接続機能（ＩＷＦ）は移動性管理
エンティティ（ＭＭＥ）に統合され、結果として図７に示すシグナリングフローとなる。
ここで、ＳＧインターフェースは必要なく（対応する第３のステップＭＯ３及び第８のス
テップＭＯ８を省くことができる）、複合ＭＭＥ／ＩＷＦは（第４のステップＭＯ４にお
いて）、ＴＳ２３．０４０（３ＧＰＰ　ＴＳ２３．０４０　８．５．０版による４．２節
「参照点３における転送」）に指定されているように、ショートメッセージサービスセン
ター（ＳＭＳＣ）に向けた既存のインターフェースを用いてショートメッセージを送信し
、第７のステップＭＯ７においてショートメッセージを受信する。
【００５３】
　本発明の第３の実施形態による移動体発信（ＭＯ）手順が図８に示されている。図４に
類似して、相互接続機能（ＩＷＦ）はショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）
に統合される。ＴＳ２３．０４０（３ＧＰＰ　ＴＳ２３．０４０　８．５．０版による４
．２節「参照点３における転送」）に指定されているようなインターフェースが必要ない
一方、ＳＭＳ転送のために移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）と複合ＳＭＳＣ／ＩＷＦと
の間のＳＧインターフェースが用いられる。すなわち、第４のステップＭＯ４及び第７の
ステップＭＯ７は省かれ、第３のステップＭＯ３及び第８のステップＭＯ８（アップリン
クユニットデータ、ダウンリンクユニットデータ）が用いられる。
【００５４】
移動体着信（ＭＴ）ＳＭＳの場合
　図９～図１２に示す移動体着信（ＭＴ）の場合、ホーム加入者サーバー（ＨＳＳ）に向
けたクエリによってユーザー機器（ＵＥ）をロケーション特定するＳＭＳ－ＧＷＭＳＣ機
能（通常、ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）において実施される）が存
在する。ＳＭＳ－ＧＷＭＳＣは、ホーム加入者サーバー（ＨＳＳ）から受診した情報を用
いて、ユーザー機器（ＵＥ）の現在のサービング移動交換局／ビジターロケーションレジ
スタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）の知識を取得し、次に該移動交換局／ビジターロケーションレジ
スタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）に移動体着信ショートメッセージを転送する。
【００５５】
　３ＧＰＰ標準規格に従う手順が図９に示されている。図１０は、サービング移動交換局
／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）が相互接続機能（ＩＷＦ）を提供す
るユニットと置き換えられている本発明の第１の実施形態の事例を示している。以下の説
明は図９及び図１０の双方を参照する。
【００５６】
　Ｍｔ１で表される移動体着信（ＭＴ）手順の第１のステップにおいて、ショートメッセ
ージサービスセンター（ＳＭＳＣ）のＳＣは該ショートメッセージサービスセンター（Ｓ
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ＭＳＣ）のＳＭＳ－ＧＷＭＳＣにメッセージを転送する。ＭＴ２で表されるＭＴ手順の第
２のステップは、ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）が、（「Ｒｏｕｔｉ
ｎｇＩｎｆｏＦｏｒＳｈｏｒｔＭｅｓｓａｇｅ」を要求することによって）ホームロケー
ションレジスタ／ホーム加入者サーバー（ＨＬＲ／ＨＳＳ）にユーザー機器（ＵＥ）ロケ
ーションをクエリすることに対応する。ＭＴ３で表されるＭＴ手順の第３のステップにお
いて、ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）は、本発明の第１の実施形態に
よる相互接続機能（ＩＷＦ）を提供するユニットにショートメッセージを転送する（図１
０）。ＭＴ４で表されるＭＴ手順の第４のステップは、相互接続機能（ＩＷＦ）が移動性
管理エンティティ（ＭＭＥ）にページング要求を送信することに対応する。ＭＴ５で表さ
れるＭＴ手順の第５のステップは、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）がｅＮｏｄｅＢを
ページングすることに対応する。ＭＴ６で表されるＭＴ手順の第６のステップは、ｅＮｏ
ｄｅＢがページング要求をユーザー機器（ＵＥ）に転送することに対応する。ＭＴ７で表
されるＭＴ手順の第７のステップは、ユーザー機器（ＵＥ）がサービス要求を送信するこ
とに対応する。ＭＴ７ａで表されるＭＴ手順の更なる第７のステップは、相互接続機能（
ＩＷＦ）にサービス要求を送信することに対応する。ＭＴ８ａで表されるＭＴ手順の更な
る第８のステップは、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）にダウンリンクユニットデータ
を送信することに対応する。ＭＴ８で表されるＭＴ手順の第８のステップは、移動性管理
エンティティ（ＭＭＥ）がダウンリンクＮＡＳトランスポート情報をユーザー機器（ＵＥ
）に送信することに対応する。ＭＴ９で表されるＭＴ手順の第９のステップは、ユーザー
機器（ＵＥ）がアップリンクＮＡＳトランスポート情報を移動性管理エンティティ（ＭＭ
Ｅ）に送信することに対応する。ＭＴ１０で表されるＭＴ手順の第１０のステップは、移
動性管理エンティティ（ＭＭＥ）がアップリンクユニットデータ情報を相互接続機能（Ｉ
ＷＦ）に送信することに対応する。ＭＴ１１で表されるＭＴ手順の第１１のステップは、
相互接続機能（ＩＷＦ）がショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）のＳＭＳ－
ＧＭＳＣに配信報告を送信することに対応する。ＭＴ１２で表されるＭＴ手順の第１２の
ステップは、ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）のＳＭＳ－ＧＭＳＣがＳ
Ｃに配信報告を送信することに対応する。
【００５７】
　ユーザー機器（ＵＥ）の移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）ページングは、ユーザー機
器（ＵＥ）がアイドルモードにあるときにのみ必要である。アクティブモードのユーザー
機器（ＵＥ）の場合、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）が第４のステップ後にページン
グを実行する必要はない。移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）は更なる第７のステップＭ
Ｔ７ａに進む（すなわち第５のステップＭＴ５～第７のステップＭＴ７はスキップされる
）。このため、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）は即座に（すなわちページングするこ
となく）ダウンリンクＮＡＳトランスポート情報をユーザー機器（ＵＥ）に送信する（第
８のステップＭＴ８）。したがって、これは、全てのＳＭＳ　ＭＴの場合（図９～図１２
）にあてはまる。
【００５８】
　図１０において（図９に関して）、移動交換局／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳ
Ｃ／ＶＬＲ）は相互接続機能（ＩＷＦ）に置き換えられている。相互接続機能（ＩＷＦ）
は、ＴＳ２３．０４０（３ＧＰＰ　ＴＳ２３．０４０　８．５．０版による４．２節「参
照点３における転送」）に指定されているように、ＭＭＥへのＳＧインターフェース及び
ＳＭＳＣへのインターフェースの双方を公開する。ＳＭＳ－ＧＷＭＳＣがホーム加入者サ
ーバー（ＨＳＳ）にＵＥロケーション（すなわち、本発明の第２の実施形態によれば実際
はＩＷＦであるサービングＭＳＣ／ＶＬＲ）をクエリすることに関しても変更はない。図
２に類似して、ＳＧインターフェース及びＤインターフェースに関する機能は図９と同じ
であるが、他の点では、相互接続機能（ＩＷＦ）はＳＭＳ転送に必要な機能しか有しない
。ネットワーク内に単一の（論理）ＩＷＦしか存在しない場合、ＨＳＳクエリを省略する
ことが可能である。これは上記の図２と関連して既に説明された、（そうでない場合影響
を受けない）ＳＭＳＣにおける特殊な変更を必要とする。
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【００５９】
　本発明の第２の実施形態に関して、かつアタッチの場合に図３、及びＳＭＳ　ＭＯの場
合に図７に類似して、相互接続機能（ＩＷＦ）を移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）と統
合することができ、結果として図１１に示すＭＴフローとなる。ここでも、ＳＧインター
フェースは必要なく、複合ＭＭＥ／ＩＷＦは、ＴＳ２３．０４０（３ＧＰＰ　ＴＳ２３．
０４０　８．５．０版による４．２節「参照点３における転送」）に指定されているよう
に、ＳＭＳＣからの既存のインターフェースを用いてショートメッセージを受信する。こ
の場合、図３と関連して説明されたように、ＨＳＳクエリは、ＵＥアタッチ時に、ＨＳＳ
において登録されたＳＭＳ－ＧＷＭＳＣに複合ＭＭＥ／ＩＷＦを返すことになる。
【００６０】
　本発明の第３の実施形態に関して、かつアタッチの場合に図４、及びＳＭＳ　ＭＯの場
合に図８に類似して、図１２においてＭＴの場合について示したように、相互接続機能（
ＩＷＦ）をショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）に統合することができる。
ＴＳ２３．０４０（３ＧＰＰ　ＴＳ２３．０４０　８．５．０版による４．２節「参照点
３における転送」）に指定されているようなインターフェースが必要ない一方、ＳＭＳ転
送のために移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）と複合ＳＭＳＣ／ＩＷＦとの間のＳＧイン
ターフェースが用いられる。見て取ることができるように、ホーム加入者サーバー（ＨＳ
Ｓ）クエリは関与せず、いずれにしても、ＵＥアタッチ応答がＴＡ／ＬＡ更新を実行した
とき、ＣＳロケーション更新が実行されていないので、ＨＳＳ内にＩＷＦを識別するＣＳ
ロケーション情報はない。相互接続機能（ＩＷＦ）がショートメッセージサービスセンタ
ー（ＳＭＳＣ）と同じロケーションにあるとすると、ＳＭＳ　ＧＭＳＣがＵＥのロケーシ
ョンを取得する必要がなくなり、代わりにメッセージを内部相互接続機能（ＩＷＦ）に直
接転送することができる。
【００６１】
　図１３～図１５は、本発明の３つの異なる実施形態によるコアネットワーク１０のネッ
トワーク構成を概略的に示している。本発明の３つ全ての実施形態において、コアネット
ワーク１０は、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）と、ホーム加入者サーバー（ＨＳＳ）
と、ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）と、ＳＭＳ－ＧＷＭＳＣ（ＳＭＳ
ゲートウェイ移動交換局）と、ＳＭＳ－ＩＷＭＳＣ（ＳＭＳ相互接続移動交換局）と、Ｇ
ＭＳＣ（ゲートウェイ移動交換局）と、Ｅ－ＵＴＲＡＮと、ＶＭＳＣ（在圏移動交換局）
とを備える。
【００６２】
　図１３は第１の実施形態に対応する。相互接続機能（ＩＷＦ）を提供するユニットは、
ＳＧインターフェースと、ＴＳ２３．０４０（３ＧＰＰ　ＴＳ２３．０４０　８．５．０
版による４．２節「参照点３における転送」）に指定されているようなインターフェース
とを有する中間ユニットである。
【００６３】
　図１４は第３の実施形態に対応する。相互接続機能（ＩＷＦ）はショートメッセージサ
ービスセンター（ＳＭＳＣ）に統合される。
【００６４】
　図１５は第２の実施形態に対応する。相互接続機能（ＩＷＦ）は移動性管理エンティテ
ィ（ＭＭＥ）に統合される。
【００６５】
　本発明の第１の実施形態及び第３の実施形態によれば、相互接続機能（ＩＷＦ）はユー
ザー機器（ＵＥ）の適切なロケーション情報を有しない。これは第２の実施形態（相互接
続機能（ＩＷＦ）が移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）に統合されている）の場合にのみ
あてはまる。したがって、第１の実施形態及び第３の実施形態による本発明の実現には、
移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）におけるＳＭＳのための合法的インターセプト機能の
実施が必要となる場合がある。
【００６６】



(18) JP 5680077 B2 2015.3.4

10

20

30

40

50

　本発明の全ての実施形態によれば、相互接続機能（ＩＷＦ）が移動交換局／ビジターロ
ケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）と同じようにユーザー機器（ＵＥ）の移動性管理
（ＭＭ）コンテキストを維持する必要はない。相互接続機能（ＩＷＦ）が他の移動交換局
／ビジターロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）ユニット又は他の相互接続機能（Ｉ
ＷＦ）ユニットへの／からのユーザー機器（ＵＥ）移動性管理（ＭＭ）コンテキスト情報
の検索をサポートするか否かは相互接続機能（ＩＷＦ）の実施態様次第としておくことが
できる。
【００６７】
実施形態
　第１の実施形態：進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークにおけるシ
ョートメッセージの送信のためのコアネットワーク１０。コアネットワーク１０は、ＧＥ
ＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ無線アクセスネットワーク（ＧＳＭ（登録商標）／ＵＭＴＳ移動通信
ネットワーク）標準規格に従う移動交換局（ＭＳＣ）を備え、移動性管理エンティティ（
ＭＭＥ）と、ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）とを更に備え、進化型パ
ケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークへのデータ接続を有するユーザー機器（
ＵＥ）に対するショートメッセージの送信及び／又は受信に関して移動交換局（ＭＳＣ）
がバイパスされるように、ショートメッセージのハンドリングのための相互接続機能（Ｉ
ＷＦ）を提供するユニットを更に備える。
【００６８】
　第２の実施形態：コアネットワーク１０であって、　相互接続機能（ＩＷＦ）を提供す
るユニットは、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）とのＳＧインターフェースと、ショー
トメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）とのＳＭＳＣインターフェースとを有する中
間ユニットである、第１の実施形態に記載のコアネットワーク。
【００６９】
　第３の実施形態：コアネットワーク１０であって、　相互接続機能（ＩＷＦ）を提供す
るユニットは、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）とのＳＧインターフェースを有するシ
ョートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）に統合される、第１の実施形態に記載の
コアネットワーク。
【００７０】
　第４の実施形態：コアネットワーク１０であって、　相互接続機能（ＩＷＦ）を提供す
るユニットは、ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）とのＳＭＳＣインター
フェースとを有する移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）に統合される、第１の実施形態に
記載のコアネットワーク。
【００７１】
　第５の実施形態：進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークにおけるシ
ョートメッセージのハンドリングのための方法であって、
　ユーザー機器（ＵＥ）を回線交換ネットワーク部にアタッチするステップであって、該
回線交換ネットワーク部は、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ無線アクセスネットワーク（ＧＳＭ
（登録商標）／ＵＭＡＴＳ移動通信ネットワーク）標準規格に従う移動交換局（ＭＳＣ）
を備え、ユーザー機器（ＵＥ）は進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動無線アクセスネ
ットワークへのデータ接続を有するか又は要求する、アタッチするステップと、
　ショートメッセージの送信及び／又は受信に関して移動交換局（ＭＳＣ）がバイパスさ
れるように、ショートメッセージのハンドリングのための相互接続機能（ＩＷＦ）を提供
するユニットを用いることによってショートメッセージを送信するステップと、
を含む、方法。
【００７２】
　第６の実施形態： 相互接続機能（ＩＷＦ）を提供するユニットは、ＳＧインターフェ
ースと、ＳＭＳＣとのＳＭＳＣインターフェースとを有する中間ユニットである、第５の
実施形態に記載の方法。
【００７３】
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　第７の実施形態：相互接続機能（ＩＷＦ）を提供するユニットは、ＳＧインターフェー
スを有するショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）に統合される、第５の実施
形態に記載の方法。
【００７４】
　第８の実施形態：相互接続機能（ＩＷＦ）を提供するユニットは、ＳＭＳＣとのＳＭＳ
Ｃインターフェースとを有する移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）に統合される、第５の
実施形態に記載の方法。
【００７５】
　第９の実施形態：コアネットワーク１０を有する進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移
動通信アクセスネットワークにおけるショートメッセージのハンドリングのための相互接
続機能（ＩＷＦ）を提供するユニット。コアネットワーク１０は、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡ
Ｎ無線アクセスネットワーク（ＧＳＭ（登録商標）／ＵＭＴＳ移動通信ネットワーク）標
準規格に従う移動交換局（ＭＳＣ）を備え、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）と、ショ
ートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）とを更に備え、相互接続機能（ＩＷＦ）を
提供するユニットは、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）とのＳＧインターフェース及び
ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）とのＳＭＳＣインターフェースを有す
る中間ユニットであり、ショートメッセージのハンドリングは、進化型パケットシステム
（ＥＰＳ）移動無線アクセスネットワークへのデータ接続を有するユーザー機器（ＵＥ）
に対するショートメッセージの送信及び／又は受信に関して移動交換局（ＭＳＣ）がバイ
パスされるようになっている。
【００７６】
　第１０の実施形態：コアネットワーク１０を有する進化型パケットシステム（ＥＰＳ）
移動無線アクセスネットワークにおけるショートメッセージのハンドリングのための相互
接続機能（ＩＷＦ）を提供する統合ユニットを有するショートメッセージサービスセンタ
ー（ＳＭＳＣ）。コアネットワーク１０は、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ無線アクセスネット
ワーク（ＧＳＭ（登録商標）／ＵＭＴＳ移動通信ネットワーク）標準規格に従う移動交換
局（ＭＳＣ）を備え、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）を更に備え、相互接続機能（Ｉ
ＷＦ）を提供するユニットは、移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）とのＳＧインターフェ
ースを有し、ショートメッセージのハンドリングは、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）
移動通信ネットワークへのデータ接続を有するユーザー機器（ＵＥ）に対するショートメ
ッセージの送信及び／又は受信に関して移動交換局（ＭＳＣ）がバイパスされるようにな
っている。
【００７７】
　第１１の実施形態：コアネットワーク１０を有する進化型パケットシステム（ＥＰＳ）
移動無線アクセスネットワークにおけるショートメッセージのハンドリングのための相互
接続機能（ＩＷＦ）を提供する統合ユニットを有する移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）
。コアネットワーク１０は、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ無線アクセスネットワーク（ＧＳＭ
（登録商標）／ＵＭＴＳ移動通信ネットワーク）標準規格に従う移動交換局（ＭＳＣ）を
備え、ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）を更に備え、相互接続機能（Ｉ
ＷＦ）を提供するユニットは、ショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ）とのＳ
ＭＳＣインターフェースを有し、ショートメッセージのハンドリングは、進化型パケット
システム（ＥＰＳ）移動通信ネットワークへのデータ接続を有するユーザー機器（ＵＥ）
に対するショートメッセージの送信及び／又は受信に関して移動交換局（ＭＳＣ）がバイ
パスされるようになっている。
【００７８】
　第１２の実施形態：第９の実施形態に記載の、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）移動
通信アクセスネットワークにおけるショートメッセージのハンドリングのための相互接続
機能（ＩＷＦ）を提供するユニットを制御するためのコンピューター可読プログラムコー
ドを備えるプログラム。
【００７９】
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　第１３の実施形態：実施形態に記載のショートメッセージサービスセンター（ＳＭＳＣ
）を制御するためのコンピューター可読プログラムコードを備えるプログラム。
【００８０】
　第１４の実施形態：第１１の実施形態に記載の移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）を制
御するためのコンピューター可読プログラムコードを備えるプログラム。
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